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Ｎ
Ｈ
Ｋ
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在
日
米
軍
基
地
内
・
外
に
居
住
す
る
米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
支
払
い
等
に
関
す

る
質
問
主
意
書

冒
頭
、
強
い
抗
議
の
意
思
を
日
本
放
送
協
会
（
以
下
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
い
う
）
に
示
し
た
い
。

そ
れ
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
経
営
委
員
で
作
家
の
百
田
尚
樹
氏
が
、
去
る
九
月
二
十
日
に
逝
去
し
た
故
土
井
た
か
子
社
民
党
名
誉
党
首

に
対
し
、
短
文
投
稿
サ
イ
ト
・
ツ
イ
ッ
タ
ー
（
以
下
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
い
う
）
で
「
売
国
奴
」
な
ど
と
批
判
し
た
問
題
で
あ

る
。Ｎ

Ｈ
Ｋ
経
営
委
員
た
る
百
田
氏
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
上
に
お
け
る
か
か
る
発
言
は
、
何
ら
の
根
拠
も
な
く
、
故
人
の
名
誉
を
著
し

く
侵
害
す
る
も
の
だ
。
刑
法
（
明
治
四
十
年
四
月
二
十
四
日
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
三
十
条
第
二
項
の
名
誉
毀
損
罪
に
も

該
当
す
る
悪
質
な
行
為
で
あ
り
、
断
じ
て
容
認
で
き
な
い
。

一
方
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
日
法
律
第
百
三
十
二
号
）
を
改
正
の
う
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
放
送
と
同
時
に
番
組
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
「
同
時
再
送
信
」
を
実
現
し
、
ネ
ッ

ト
視
聴
者
か
ら
の
放
送
受
信
料
（
以
下
、
受
信
料
と
い
う
）
徴
収
に
意
欲
を
示
し
て
い
た
が
、
次
期
経
営
計
画
期
間
内
で
の
制

度
変
更
は
難
し
い
と
判
断
し
た
、
旨
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
（
二
〇
一
四
年
十
月
十
五
日
「
毎
日
新
聞
」
朝
刊
）

一



そ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
の
間
、
私
が
「
米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
支
払
い
に
関
す
る
質
問
主
意

書
」
（
二
〇
〇
七
年
二
月
七
日
提
出
）
や
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
（
同
年
二
月
二
十
八
日
）
等
の
場
で
追
及
し
て
き

た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
よ
る
在
日
米
軍
人
・
軍
属
並
び
に
そ
の
家
族
ら
（
以
下
、
米
軍
人
等
と
い
う
）
と
の
放
送
受
信
契
約
及
び
同
契
約

に
基
づ
く
受
信
料
徴
収
は
、
一
向
に
改
善
さ
れ
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
放
送
法
に
基
づ
く
そ
の
責
務
を
放
棄
し
て
い
る
と
指
弾
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
国
民
同
様
に
、
在
日
米
軍
施
設
・

区
域
内
外
（
以
下
米
軍
基
地
内
・
外
と
い
う
）
に
居
住
す
る
米
軍
人
等
か
ら
も
受
信
料
を
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
経
営
委
員
で
作
家
の
百
田
尚
樹
氏
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
上
に
お
い
て
、
故
土
井
た
か
子
社
民
党
名
誉
党
首

に
対
し
、
「
売
国
奴
」
な
ど
と
言
わ
れ
な
き
誹
謗
中
傷
を
行
い
、
故
人
の
名
誉
を
著
し
く
侵
害
し
た
事
実
（
以
下
、
百
田
氏

の
発
言
と
い
う
）
を
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
し
て
、
か
か
る
明
確
な
違

法
行
為
（
刑
法
第
二
百
三
十
条
第
二
項
・
名
誉
毀
損
罪
）
を
行
っ
て
い
る
百
田
氏
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
経
営
委
員
と
し
て
の
適
格
性

を
有
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

放
送
法
第
三
十
一
条
第
一
項
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
経
営
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
、
「
委
員
は
、
公
共
の
福
祉
に
関
し
公
正
な
判
断

二



を
す
る
こ
と
が
で
き
、
広
い
経
験
と
知
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
」
と
定
め
て
い
る
。

私
は
、
右
条
文
に
照
ら
し
、
故
人
に
対
し
て
事
実
無
根
の
誹
謗
中
傷
を
行
う
百
田
氏
が
「
公
共
の
福
祉
に
関
し
公
正
な
判

断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
人
物
に
は
当
た
ら
ず
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
経
営
委
員
と
し
て
の
適
格
性
を
有
し
得
な
い
、
と
解
す
る
も
の

で
あ
る
。

従
っ
て
、
か
か
る
百
田
氏
の
発
言
は
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
定
め
る
「
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
任
命
権
者
た
る
安
倍
総
理
は
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
従
い
、
衆
参

両
議
院
の
同
意
を
得
た
う
え
で
、
同
氏
を
即
刻
罷
免
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
福
井
敬
理
事
は
、
本
年
三
月
二
十
八
日
の
参
議
院
総
務
委
員
会
に
お
い
て
、
社
民
党
又
市
征
治
議
員
に
よ
る
在

日
米
軍
基
地
内
の
軍
人
等
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
徴
収
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
「
平
成
二
十
六
年
二
月
に
文
書
に
よ
り
ま
し

て
、
在
日
米
軍
、
そ
れ
か
ら
米
国
大
使
館
、
外
務
省
、
総
務
省
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
五
者
に
よ
り
ま
す
状
況
打
開
に
向
け
た
会
合
の

開
催
を
求
め
て
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
ま
だ
回
答
は
得
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

か
か
る
文
書
で
求
め
た
「
状
況
打
開
に
向
け
た
会
合
」
と
は
、
い
か
な
る
目
的
、
内
容
の
も
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た

三



い
。
ま
た
、
当
該
文
書
提
出
か
ら
既
に
約
八
か
月
が
経
過
し
て
い
る
が
、
同
会
合
は
持
た
れ
た
か
、
開
催
日
や
そ
の
概
要
と

併
せ
て
答
え
ら
れ
た
い
。

な
お
、
米
側
か
ら
現
在
も
回
答
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
こ
の
ま
ま
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
つ
も
り
か
。
「
状
況

打
開
」
に
向
け
、
実
効
性
あ
る
さ
ら
な
る
方
策
を
講
じ
て
い
る
か
、
政
府
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
取
り
組
み
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た

い
。

四

在
日
米
軍
及
び
在
日
米
大
使
館
な
ど
米
側
は
、
受
信
料
が
日
米
地
位
協
定
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
租
公
課
（
租

税
）
に
当
た
る
と
未
だ
に
主
張
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
間
の
米
側
と
の
交
渉
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
受
信
料
に
対

す
る
同
協
定
上
の
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

昨
今
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
、
訴
訟
を
提
起
し
て
ま
で
国
民
か
ら
受
信
料
を
徴
収
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
米
軍
人
等
に
対
し

て
も
、
そ
れ
相
応
の
毅
然
と
し
た
態
度
で
臨
む
べ
き
で
あ
る
。
政
府
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
は
、
「
状
況
打
開
」
に
向
け
た
然
る
べ
き

対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
二
日
付
で
外
務
・
防
衛
両
省
が
「
在
日
米
軍
の
施
設
・
区
域
内
外
居
住
（
人
数
・
基
準
）
」
を
公

表
し
て
以
降
、
特
に
基
地
外
居
住
に
つ
い
て
は
「
米
側
は
、
日
本
政
府
の
要
請
を
受
け
て
、
年
に
一
度
、
施
設
・
区
域
の
所

四



在
す
る
市
町
村
毎
に
施
設
・
区
域
外
居
住
者
数
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
し
、
日
本
政
府
は
、
こ
れ
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
関

係
自
治
体
と
共
有
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
米
軍
に
関
す
る
守
秘
義
務
の
厳
格
化
等
な
ど
米
国
防
総
省
の
方
針
を
受
け
、
二
〇
一
一
年
三
月
末
日
時
点
以
後
の

米
軍
基
地
内
・
外
の
居
住
状
況
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
別
の
人
数
は
公
表
さ
れ
ず
、
都
道
府
県
別
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

必
ず
し
も
公
表
せ
ず
と
も
、
政
府
は
、
米
軍
基
地
内
・
外
に
居
住
す
る
米
軍
人
等
の
居
住
状
況
の
把
握
に
資
す
る
資
料
を

保
持
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
政
府
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
こ
れ
ら
資
料
を
活
用
し
、
基
地
内
居
住
の
米
軍
人
等
に
つ
い
て
は
在
日

米
軍
の
協
力
を
、
ま
た
、
基
地
外
居
住
の
米
軍
人
等
に
つ
い
て
は
関
係
自
治
体
等
の
協
力
を
得
つ
つ
、
放
送
受
信
契
約
に
必

要
な
情
報
の
収
集
に
当
た
っ
て
、
勧
奨
活
動
に
役
立
て
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

防
衛
省
が
二
〇
一
三
年
十
二
月
二
十
日
付
で
公
表
し
た
「
在
日
米
軍
人
等
の
施
設
・
区
域
内
外
に
お
け
る
都
道
府
県
別
居

住
者
数
（
同
年
三
月
三
十
一
日
時
点
）
」
に
よ
れ
ば
、
①
全
国
に
お
け
る
在
日
米
軍
基
地
内
居
住
者
数
は
七
万
五
千
四
百
五

十
人
、
②
同
基
地
外
居
住
者
数
は
三
万
二
百
二
十
七
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
③
在
沖
米
軍
基
地
内
居
住
者
数
は
三
万
五
千
六

百
五
十
七
人
、
④
同
基
地
外
居
住
者
数
は
一
万
六
千
四
百
三
十
五
人
と
な
っ
て
い
る
。

五



右
①
〜
④
の
在
日
ま
た
は
在
沖
米
軍
基
地
内
・
外
の
居
住
者
数
に
、
日
本
放
送
協
会
放
送
受
信
規
約
第
五
条
第
一
項
の

「
表
」
に
掲
げ
る
契
約
種
別
で
「
地
上
契
約
」
に
基
づ
く
支
払
区
分
「
口
座
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
」
に
よ
る
「
十
二
カ
月
前
払

額
」
一
万
三
千
九
百
九
十
円
を
乗
じ
た
金
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
①
十
億
五
千
五
百
五
十
四
万
五
千
五
百
円
②
四
億
二
千
二
百
八

十
七
万
五
千
七
百
三
十
円
③
四
億
九
千
八
百
八
十
四
万
千
四
百
三
十
円
④
二
億
二
千
九
百
九
十
二
万
五
千
六
百
五
十
円－

と

な
り
、
①
及
び
②
を
合
算
す
る
と
、
実
に
年
額
に
し
て
十
四
億
七
千
八
百
四
十
二
万
千
二
百
三
十
円
に
も
上
る
。

こ
れ
ら
金
額
は
概
算
で
し
か
な
く
、
あ
く
ま
で
在
日
米
軍
人
等
が
一
人
あ
た
り
一
台
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
の

で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
の
試
算
で
し
か
な
い
。
そ
れ
で
も
、
須
ら
く
在
日
米
軍
基
地
内
・
外

居
住
の
米
軍
人
等
と
放
送
受
信
契
約
を
締
結
す
れ
ば
、
相
当
額
の
受
信
料
が
徴
収
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で

き
よ
う
。

右
私
の
試
算
（
概
算
）
に
対
す
る
政
府
の
受
け
止
め
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

な
お
、
私
の
試
算
（
概
算
）
が
非
論
理
的
で
説
得
性
を
欠
く
も
の
と
の
認
識
で
あ
れ
ば
、
政
府
に
お
い
て
独
自
に
試
算
の

う
え
、
そ
の
算
出
方
法
と
金
額
、
当
該
試
算
結
果
に
対
す
る
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


